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午前１０時００分 開会

◎開会・開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は、１３名でありま

す。定足数に達しておりますので、平成２４

年第６回美幌町議会臨時会を開きます。

これから、本日の会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の

規定により、１番新鞍峯雄さん、２番大江道

男さんを指名します。

─────────────────────

◎日程第２ 会期の決定

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 会期の決

定についてを議題とします。

去る８月１７日、議会運営委員会を開きま

したので、委員長から報告を求めます。

１２番吉住博幸さん。

○１２番（吉住博幸君）〔登壇〕 おはよう

ございます。

平成２４年第６回美幌町議会臨時会の開会

に当たり、去る８月１７日、議会運営委員会

を開催しましたので、その内容と結果につい

て報告いたします。

本臨時会に付議された案件は、人事案件１

件、美幌町教育委員会委員の任命について、

補正予算案１件、平成２４年度美幌町一般会

計補正予算（第５号）について、以上の２件

であります。

よって、本臨時会の会期については、本日

１日限りといたします。

円滑な議会運営に議員各位の協力をお願い

して、議会運営委員長の報告といたします。

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

ただいま議会運営委員会委員長から報告の

あったとおり、本臨時会の会期を１日間とし

たいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は１日間と決定しまし

た。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（浅野俊伸君） 諸般の報告を申

し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については、省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条の規定に基づ

く出席説明員につきましても、印刷したもの

を配付しておりますので御承知願います。

また、本臨時会中、町広報及び議会広報用

のため写真撮影を行いますので、御了承願い

たますとともに、報道機関の写真撮影を許可

しておりますので、あわせて御承知おき願い

ます。

以上で、諸般の報告を終わります。

○議長（古舘繁夫君） 町長から、本臨時会

に提出しております案件について、概要説明

をしたいとの申し出がありますので、発言を

許します。

町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 本日、ここ

に平成２４年第６回美幌町議会臨時会が開催

されるに当たり、御出席を賜りました議員各

位に対しまして心から感謝いたしますととも

に、提出案件の概要について御説明を申し上

げます。

人事案件について。本町教育委員会委員、

久山昌樹氏、川崎俊郎氏は、本年８月３１日

をもって任期満了となりますので、引き続き

久山昌樹氏を、また、川崎俊郎氏の後任に平

野浩司氏を任命いたしたく、御同意を賜りた



－ 3 －

いのであります。

一般会計補正予算について。主な内容につ

きましては、栄森地区難視対策事業補助金と

して４,１８１万９,０００円、ポリオ不活化

ワクチン使用による予防接種経費として６４

９万３,０００円、町産材活用促進事業補助

金として５２４万円、大雨被害による道路法

面等の修繕料及び河川浚渫等のための車両借

上料として６７３万５,０００円、北中学校

体育館北側屋根改修工事請負費として１,２

４７万４,０００円などの補正を行おうとす

るものであります。

なお、細部につきましては、後ほどそれぞ

れ御説明を申し上げますので、御審議の上、

原案に御協賛を賜りますようお願い申し上

げ、提出案件の概要説明といたします。

─────────────────────

◎日程第３ 同意第３号

○議長（古舘繁夫君） 日程第３ 同意第３

号美幌町教育委員会委員の任命についてを議

題とします。

直ちに提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（土谷耕治君） 同意第３号美幌町教

育委員会委員の任命について御説明を申し上

げます。

本町教育委員会委員、久山昌樹氏、川崎俊

郎氏は、平成２４年８月３１日をもって任期

満了となるので、次の者を任命いたしたく、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４条第１項の規定により、議会の同意を求め

るというものでございます。

記。

住所、美幌町字大通北３丁目１２番地。

氏名、久山昌樹さん。

生年月日、昭和２３年１１月４日。

住所、美幌町字東４条南４丁目１６番地の

３６。

氏名、平野浩司さん。

生年月日、昭和３０年２月１４日。

以上でございます。よろしくお願いをいた

したいと思います。

○議長（古舘繁夫君） これから質疑を行い

ます。

１０番宗像密琇さん。

○１０番（宗像密琇君） こういう機会であ

りますから、なかなか人事のことに関しては

質問、また、質疑はしづらいものであります

けれども、今回の機会をとらえて、町長のお

考えをお伺いしておきたい、このように思い

ます。

現在、教育行政が、今、非常にテレビ報道

等で問題になっております。いじめの問題と

かは今始まった話でなくて、過去からずっと

ある問題でありますけれども、なかなか表に

出にくいという問題も抱えております。

また、町長におかれては、御存じのことと

思いますけれども、学校の先生方の配置の問

題とか、それから、学校の中の整備、備品等

の関係とか、教育にかかわる諸問題、これを

一手に預かっているわけでありますけれど

も、私のこれは持論でありまして、何も押し

つける問題ではありませんけれども、町長の

お考えをお聞きしておきたいと思います。

過去においていろいろな諸問題ありました

けれども、そこでやっぱりはっきり浮き彫り

になって出てくるのは、教育行政側と現場と

の壁といいますか、こういうものが常に問題

になるわけでありますけれども、私の過去の

経験によりまして、議会の視察等の中で、非

常に感銘を受けた話が一つあります。それ

は、あるまちの教育長さんとお話ししたとき

に、ふだん、どういうことに心を置いており

ますかとお尋ねしたところ、私はできるだけ

デスクに座っていないようにしております

と。それは一体どのようなことですかと。私

は地域の環境、子供たちがどういう環境にい

るのか、そういうことを常に見回りをしてお

りますと。非常に私は意味の深い言葉だな

と、いまだに思っております。特にどういう

ことですかとお聞きしたら、工事現場の周り

をよく見ておりますと。それはどういうこと

かとお伺いしましたら、子供たちがここを

通ったときに事故に遭遇しないか、それか
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ら、美幌町内でない外部からの労務者等の人

の流れ、そういうことに問題はないか、そう

いうことに気を配っているとお伺いいたしま

した。このことに対しても非常に客観的に、

そして現実的に、私はそういう教育長の姿と

いうものに感銘を受けたものでありました。

そんなに遠くない話でありましたけれど

も、私が以前、常任委員会に所属していたと

きに、学校を見て回りました。そのときに、

驚いた話でしたけれども、その当時、コン

ピュータが相当台数がありましたけれども、

９割９分９厘が壊れていたと。残っているコ

ンピュータは先生が直しながら、指導のため

だけに使っておりますという話を聞きまし

た。現在はそうではありません。過去の話で

ありますけれども、そういうことにおいて

も、現場のことを実際にわかっていないの

か、それか予算措置が間に合わないのか、そ

の辺はどのようにお考えになったのか、当時

のことですからわかりませんでしたけれど

も、等々含めて、交通の問題から含めて、そ

れから学校内部の問題はなかなか入りにくい

問題かもしれませんけれども、そこをやはり

ふだんからの指導、それからふだんからのコ

ミュニケーション、やっぱり先生方のそうい

うものが私は大事なことではないかなと思う

のです。

ましてや、今回、オリンピックがちょうど

終わりました。その中で、ある解説者が言っ

ておりました。学校の教育の中での部活の示

す位置というのは非常に大事なことだと。と

ころが、残念ながら我がまちにおいても、通

勤していらっしゃる先生方が非常に多い。半

数以上の方々が地方から通ってこられてい

る。そこで、いかに部活を円滑にしていくか

ということに対しても、これは勤務時間外で

ありますから、そういう問題も含めて、なか

なか前に踏み込めない。でも、これはやはり

教育行政の中で真剣に取り組んでいかなけれ

ばならない。学業も大事ですけれども、やっ

ぱり健全な心の育成、それからスポーツなど

を通じて、そういうことを積極的に取り組ん

でいく。教育長が、国のほうでこうやって

言っているからそのように進めてまいります

ではなくて、やはり前向きに、積極的に取り

組んでいかなければならない。

そういうことを考えた場合に、人事という

のは非常に大事なところだと思うのです。私

は私なりの持論の中で、少なくとも１期や２

期ではなくて、長期にわたって教育行政に携

わっていただきたい、こういうのが私の持論

であります。

そういう観点から、町長のお考えを、この

際でありますから、お伺いしておきたいと、

このように思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、いじめの問題で

あるとか、先生の関係であるとか、いろいろ

教育環境の問題、いろいろ教育現場において

さまざまな課題があるというような御指摘が

ありました。もとより、私もそういう課題が

あるということは十分承知しておりますけれ

ども、そんな中で、町から離れて、やはり独

立した地位の中で、権限を持って教育行政全

般にわたる対応をしていくというのが教育委

員会であると思っております。

そんな中で、いろいろな問題があるたび

に、現在は教育長を中心に、町長部局にいろ

いろな報告もしていただいておりますし、予

算については予算調整、編成の権限はありま

せんので、さまざまな学校現場における教育

環境の整備についても、十分意思の疎通は図

れていると、そんな思いで私はおります。こ

こ何年か見ても、教育予算というものはしっ

かりと、全部が全部、１００点満点というわ

けにはいかないと思いますけれども、そう

いったことでは、教育委員会、本当に積極的

な取り組みをしていただいておりますので、

それにこたえるべく、私どももしっかりと予

算を措置していくということに努めてきた

と、そんなふうに自分自身は思っておりま

す。仮に足りないとすると、引き続きそう

いった努力をしていきたいと、そんなふうに

思っております。
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教育長初め教育委員会の委員の皆さん、教

育委員長初め、毎年学校訪問とか、現場に足

を運んでいただいて、学校の先生方、あるい

は地域の方、ＰＴＡの方といろいろなお話を

されているということも聞いておりますの

で、決して机に座って待っているということ

ではないのではないかなという思いをしてお

ります。そういった現場を見ることによっ

て、新たな課題もまた見えてくるということ

で、それに対する対処をしていくということ

だと思います。

人事が非常に大事だということ、おっしゃ

るとおりだと思います。１期ではどうなのか

ということもありますけれども、御本人の判

断もありますし、組織的な判断もありますの

で、今回、こういう形をとらせていただいた

ということであります。教育委員会において

は、目標設定をして教育行政推進をしており

ますから、そういうことをしっかりやってい

ただいて、我々はそれをサポートしたいと、

そんな思いでおりますので、御理解をいただ

きたいと、そのように思います。

○議長（古舘繁夫君） １０番宗像密琇さ

ん。

○１０番（宗像密琇君） 私が今回、この質

疑に対して町長にお伺いしていることは、現

在の教育長の問題とか、それから今後の新し

く御推薦されている方のことを申し上げてい

るわけではないので、その辺は誤解をしない

ようにしていただきたいと思います。これは

教育行政全般のことでありますので、できれ

ば、今、町長言われた、組織的な判断という

言葉がありました。その辺がよくわからない

のですけれども、本人が今期限りということ

であれば、私は非常にそれはそれなりに受け

とめなければならないと思いますけれども、

組織的な判断ということになれば、ではどの

ような判断をしておられるのか、その辺を

ちょっと聞かせてください。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 前段申し上げました

ように、これはあくまでも御本人の意思を尊

重していくと。その上で、御本人の意思が変

わらないということであれば、やはり組織的

な判断をしていくという意味で使わせていた

だきましたので、御理解をいただきたいと思

います。あくまでも進む、とどまるも、最終

的には御本人の判断があると思いますので、

それを尊重したいと、そういうことでござい

ます。

○議長（古舘繁夫君） 議員、この質疑は任

命に対する質疑でございますので、教育全般

ということとはなじまないので、その辺、心

得て質疑をしてください。

１０番宗像密琇さん。

○１０番（宗像密琇君） 御指導ありがとう

ございます。

全般と言っても、ここの部分というわけに

もいかないので、全般ということを言わせて

いただいたのですが、町長の言うことはよく

わかりました。最初にそう言っていただけれ

ば非常にわかりやすかったのですけれども、

私といたしましては、町長も御存じのことだ

と思いますけれども、過去において、各学校

において、先生方のいわゆるバランスの問

題、若い先生、それから中堅クラスの先生、

それから経験豊富な御年配の先生方、こうい

うバランスのとれたような学校が非常によい

とされておりますが、偏って、非常に問題が

あった時期がありました。このときも、私が

聞き及んでいるところによりますと、非常に

教育長の力量が大事になってくるということ

もお聞きしております。そういう面において

も、今後は、やっぱり人事に当たっては、本

人の問題は十分それはわかりますけれども、

なるべく長期にわたって教育行政に携わって

いただけるような、そういう意見も交えてお

願いしたいなと、こういうことでありますの

で、以上であります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私も、先ほど話しま

したように、御本人のお考えもあるというよ

うなお話ししましたけれども、おっしゃるこ

とよくわかりますので、あくまでもやはりこ
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の人をもって、ほかをもってあてがたいとい

う人物を適材適所に配置していくというのは

やはり人事の基本だろうと思いますので、今

後もそういった観点に十分配慮しながら進め

てまいりたいと、そのように思っておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、同意第３号美幌町教育委員会委

員の任命についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、同意することに賛成の方は起立願

います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本件は、同意することに決定

いたしました。

暫時休憩します。

午前１０時２３分 休憩

────────────────

午前１０時２９分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第４ 議案第４７号

○議長（古舘繁夫君） 日程第４ 議案第４

７号平成２４年度美幌町一般会計補正予算

（第５号）についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） それでは、議案

の３ページをお開きいただきたいと思いま

す。

議案第４７号平成２４年度美幌町一般会計

補正予算（第５号）について御説明申し上げ

ます。

平成２４年度美幌町の一般会計補正予算

（第５号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ８,００８万９,

０００円を追加し、歳入歳出それぞれ９５億

５,６１１万２,０００円とするものでござい

ます。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明を申し上げます。

それでは、議案の１３ページをお開きいた

だきたいと思います。

まず歳出でございますが、一番上段の総務

費の栄森地区難視対策事業補助金４,１８１

万９,０００円の新規の予算化をしようとす

るものでございますけれども、この事業につ

きましては、テレビの地上デジタル化に伴い

まして、町内に難視区域が生じております。

地区は栄森地区と田中地区が現在難視地域と

なってございます。

今回、この栄森地区９戸におきまして、共

聴組合を結成いたしまして、社団法人であり

ますデジタル放送推進協会の助成金を活用し

た有線共聴施設の整備を事業費総額で４,２

８８万２,０００円を投じまして実施するも

のでありまして、また、このほかに助成金と

いたしましては、ＮＨＫから１００万円の助

成金が受けられるところであります。その中

で、実は地区自体が難視地域ではなくて、個

別的に、世帯ごとに、どうしても受信が悪い

世帯が中にはございますが、これらの世帯に

つきましては、高性能アンテナというものを

設置しておりまして、これにつきましても助

成がされて、結果的に自己負担額が１世帯

７,０００円ということになってございます

ので、本事業による自己負担もこの世帯と同

様にしたいという、公平性を図りたいという

観点から、町といたしまして、総体事業費の

補助金等、あるいはＮＨＫ等の助成金を差し

引いた差額分３５万８,０００円を町として

負担することとしまして、社団法人の助成金

４,１４６万１,０００円、これは間接補助に

なりますので、町の予算化を伴います。これ

と合わせて、先ほどの町の３５万８,０００

円を含めまして、４,１８１万９,０００円を

今回予算を計上したいというものでございま
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す。

次に、民生費の社会福祉総務費、一般事務

費の増でございますが、上段の消耗品、印刷

製本費、機械器具、この三つ合わせまして６

０万７,０００円になります。この事業は、

美幌町認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク立

ち上げ支援事業で、行方不明時に家族からの

届け出によりまして、捜査協力依頼メール等

を一斉配信し、早期発見、あるいは保護、安

全確保を図ることを目的とするもので、地域

支え合い体制づくり事業費補助金、これは１

０分の１０の補助率でございます。この補助

金を活用いたしまして実施しようとするもの

でございまして、去る７月２３日に交付決定

を受けたことによりまして、今回、予算化を

しようとするものでございます。

その下の商店街共同配送システム立ち上げ

支援事業補助金、これにつきましては、高齢

者や障害者等のいわゆる買い物難民の方に対

する地元商店街による宅配サービス事業であ

りまして、ＳＯＳネットワーク事業と同様

に、地域支え合い体制づくり事業費補助金、

１０分の１０を活用して行うものでありまし

て、同じく７月２３日に交付決定を受けて予

算化をしようとするものであります。開始時

期につきましては、まだ予定でありますけれ

ども、１０月１日からの開始予定ということ

になってございます。事業内容といたしまし

ては、冷凍庫、あるいは冷蔵庫を架装した軽

ワゴン車２台を購入いたしまして、宅配サー

ビスを行うというものでございます。この整

備費用と、啓蒙普及活動のチラシを作成する

ものが含まれてございます。

それから、衛生費に入りますが、予防費の

予防接種事業費の増６４９万３,０００円で

ございます。これにつきましては、上段２行

が報償費の減、それから医薬材料費の減、そ

して、逆に業務委託料といたしまして６７２

万９,０００円の増額となってございます。

これにつきましては、予防接種実施規則の一

部改正に伴いまして、ポリオの予防接種が９

月１日から、現在の生ワクチン、これは経口

接種でございますけれども、これから不活化

ワクチン、これは今度は皮下注射になりま

す。このような変更に伴いまして、接種方法

も、今までは集団接種だったのですが、これ

が個別接種になることによりまして、予算を

大きく組みかえをする必要があるということ

で、今回、補正をお願いするものでございま

す。

続きまして、農林水産業費の林業総務費、

町産材活用促進事業補助金５２４万円の増額

補正でございます。これにつきましては、こ

の補助金は町産材の住宅への利用促進補助で

ございますけれども、当初予算では、過去の

実績から１６棟分を計上いたしておりました

けれども、既に全件申請がございまして、さ

らに今後、６棟の見込みがあることから、今

回、６棟分、１３１立方メートル分に対する

補助金といたしまして５２４万円の増額をお

願いしたいというものでございます。

次、１５ページをお開きいただきたいと思

います。

一番上の町有林造林事業費の修繕料の増

額、２０万３,０００円でございますけれど

も、町有林造林事業においては、林業機械を

何種類か持ってございますが、この中で３０

年以上も使っているバックホーがございまし

て、この油圧機具のオイル漏れが発生いたし

まして、これを修繕しようとするものでござ

います。

次に、土木費の道路橋梁維持管理事業費の

増、４７３万５,０００円でございます。ま

ず修繕料につきましては、７月５日、また、

８月１日の集中豪雨等により、道路あるいは

法面等の決壊が生じたということで、直営以

外、直営では実施できない部分について、修

繕料として予算を増額したいというものでご

ざいます。また、自動車等借上料につきまし

ては、同じく集中豪雨及び今後の大雨対策の

ために管清掃車両を借り上げするということ

で、今回、増額をお願いしたいというもので

ございます。

次に、河川費でありますが、自動車借上料
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ということで、これも２００万円の増額でご

ざいますが、これは８月１日に発生いたしま

した集中豪雨によりまして、豊岡にあります

木禽川へ土砂が流入いたしました。このこと

から、大雨により、今後氾濫するおそれのあ

る箇所について、河川の浚渫をするための車

両を借り上げするということで、増額をお願

いしたいというところでございます。

次に、教育費に入りますが、小学校費、学

校管理事業費の増でございます。まず消耗品

費の２１万円につきましては、通学路におけ

ます交通事故発生にかんがみまして、早急に

交通安全対策を講ずる必要があることから、

のぼり旗を設置することによる増額補正をお

願いしたいというものでございます。

また、その次の修繕料２３８万４,０００

円の増額でございますけれども、これにつき

ましては、美幌小学校の北側にあります駐車

場出入り口が、実は通学路内にございます。

このことから、危険回避をするために、この

出入り口を北側の栄通側に移設をしたいとい

うことで、今回、補正をお願いするものでご

ざいます。

次に、中学校費でございますが、学校管理

費の消耗品１２万４,０００円の増額につき

ましては、先ほどの小学校費で御説明いたし

ましたのと同じく、のぼり旗を通学路に設置

するものでございます。

次に、工事請負費で北中学校体育館北側屋

根改修工事１,２４７万４,０００円の新規補

正でございます。これにつきましては、体育

館の北側の屋根の雨漏りが年々ひどくなりま

して、特に今年の春からは非常にその状態が

ひどくなりまして、現在も雨漏りがひどい状

態ですが、今後さらに台風シーズンを迎える

前に改修する必要性が高くなったということ

から、現在の横葺きの屋根の葺き方から縦葺

きに改修するものでございます。屋根の面積

は１,１０８平方メートルでございます。

次、最後になりますけれども、災害復旧費

でございます。道路橋梁災害復旧事業費とい

たしまして３０万円の新規補正をお願いする

ものでございます。内容は、道路橋梁施設災

害調査設計委託料としての３０万円でござい

ますけれども、この委託料につきましては、

８月１日の集中豪雨によりまして、先ほどの

浚渫と同様、木禽川の町道第２５号道路に設

置しております鶺領橋という橋がございま

す。場所的には豊岡の長野様宅の手前になり

ますけれども、この橋梁の護岸が被害を受け

たということで、この復旧に当たっては補助

災害で復旧をしたいということで、今回、調

査設計委託料として３０万円を計上したいと

いうものでございます。

一部訂正をさせていただきたいと思いま

す。

先ほど一番最初に難視対策の事業の中で、

町内の難視区域について御説明いたしました

が、栄森地区と高野地区でございます。よろ

しくお願いいたします。

それでは、歳入に入りたいと思いますが、

１１ページにお戻りいただきたいと思いま

す。

一番上段の国庫補助金でございますが、社

会資本整備総合交付金の増ということで、２

６２万円の増額でございます。歳出で説明い

たしました、これは町産材活用促進事業補助

金の財源でございまして、補助率５０％分の

計上でございます。

次、道支出金でありますが、地域支え合い

体制づくり事業費補助金といたしまして４１

０万７,０００円の増額でございます。これ

につきましては、民生費で御説明いたしまし

たＳＯＳネットワーク立ち上げ支援事業の分

と、宅配システム立ち上げの分でございまし

て、１０分の１０、１００％補助金でござい

ます。

一つ飛びまして、雑入でございます。新た

な難視対策事業助成金４,１４６万１,０００

円でございます。これにつきましては、歳出

の総務費で御説明いたしました栄森地区の難

視対策でございまして、社団法人デジタル放

送推進協会からの助成金で、間接補助により

まして、今回、予算を計上するものでござい
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ます。

一つ戻りまして、繰越金ということで、前

年度繰越金の増、３,１９０万１,０００円の

増額でございます。今回の特定財源以外の一

般財源を前年度の繰越金に求めるものでござ

います。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

１２番吉住博幸さん。

○１２番（吉住博幸君） １４ページ、１５

ページの６款２項３目の関係、修繕費、ミニ

バックホー。二つ目は、１０款３項１目の北

中学校体育館北側屋根改修工事のことについ

てお聞きしたいものです。

最初に、６款２項３目の修繕料、ミニバッ

クホーのお話ですけれども、３０年間ぐらい

のミニバックホーの修繕費だというふうに説

明受けていますが、そのミニバックホーの稼

働率がどのようになっているのか。そしてま

た、減価償却等も含めたら、ほとんどもう償

却という意味では機能を果たし終わっている

のかなと思うところであります。また、修繕

といっても、いろいろな部品の補充というの

ですか、３０年もたったミニバックホー、今

回、修繕費で上げていますから、何とかなっ

たとは思ってはいるのですが、そこら辺の観

点で、１回目としてお聞きいたします。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（平野浩司君） ただいまのバッ

クホーのことでございますけれども、製造後

３０年ということでございまして、実際に私

ども美幌町に譲渡されたのが平成１７年でご

ざいます。平成１７年に造林業の方から、ブ

ルを購入した際に、造林事業をやるときに

バックホー、手先が挟むグリップになるので

すけれども、それでないと作業が進まないと

いうことで、寄贈を受けたものでございま

す。今まで１７年から使っていて、本当に大

きな故障がなく使ってこれたのも事実でござ

います。

そういった中で、今回、油圧計の圧力をか

ける部分の油圧系統に故障が生じたというこ

とで、年数は古いのですけれども、それさえ

直せばまだ使えるという判断をして、今回、

修繕費として計上をさせていただいたもので

ございますので、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（古舘繁夫君） １２番吉住博幸さ

ん。

○１２番（吉住博幸君） 今、ミニバック

ホーといったら、私、個人的には土方屋なも

のですから、掘るほうかなと思ったら、つか

むほうのという説明でした。実は美幌町、４

トンユニック形式のグラップルつきのものを

過去に購入している、まだ真新しいものがあ

ると思いながらも、狭いところでも入ってい

ける機種だと思っていますけれども、そうい

う意味において、先ほど１回目に稼働率とい

うことを求めているのですが、もし今ないと

するならば、後でも、要求しておきたいと

思っております。今答弁できないのであれ

ば、そういうことで受けとめておいてくださ

い。

次に、２点目であります。１０款３項１目

の北中学校北側屋根改修工事、実は委員会の

中でも説明を受けているところであります

が、１点ほどお尋ねしたいと思っています。

その内容というのは、俗に言う、専門用語

はわからないのですが、現状は屋根の横葺

き、長いほうが横になっているという意味で

す。今回、修繕に当たって、長い方を縦にす

る、縦葺きに変わるよというお話の中で、こ

の横葺きに対する既存の学校、小学校、中学

校、高校、いろいろあると思いますが、今な

おどのぐらいあるのか、承知していれば教え

ていただきたいのが、細かい内容で１点。

２点目であります。あえて横葺きから縦葺

きにする意味。例えば、危惧しているとこ

ろ、話をさせていただきますが、横葺きに

は、ある意味の施工としての欠陥があるのだ

という趣旨なのか、横葺きをなぜ縦葺きにし

なければいけないかという趣旨のお話があれ
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ば、２点目としてお聞きしておきたいという

ことであります。

次、３点目であります。今回、１,２４７

万４,０００円という補正であります。歳入

を見ましたら、例えば国庫支出金だとか道支

出金が当たっての事業ではないと読み取れる

のかなと思っています。そういう意味では、

もちろん、この学校に対して修繕は必要だと

は思ってはいますが、当初から見込むという

考え方はなかったのか。と申しますのは、先

ほど言った国庫補助金、ある程度申請して、

当たる金を見越してやりたい事業も確かにあ

ると思います。道支出金についてもそうだと

思っています。今回のことは、これは単独な

のかなという印象が否めないものですから、

そうであれば、いろいろなやりたいこと、皆

さんの心の内では、あれもやりたい、これも

やりたいというものがもう既にたくさんある

と思っています。そうであれば、これは当初

予算の世界ではないのかなと思うところがあ

りますので、よろしければこの３点について

お聞かせ願えればありがたいと思っていま

す。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（平野浩司君） 最初の１番目の

バックホーの稼働率でございますけれども、

具体的な数値としては今押さえておりませ

ん。ただ、予算上に計上している中でいきま

すと、約３.３４ヘクタール、直接うちの林

務の作業員が伐採する量、おおむね３カ月ほ

ど作業をやりますけれども、その作業に伴っ

てこのグラップルつきバックホーを使ってい

るという状況でございます。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君） ３点御質問をいた

だきました。

まず１点目でありますが、ああいう横葺き

の施設がほかに教育施設としてあるかという

話でありますが、さきに美幌小学校の体育館

がそうでございまして、これは改修をさせて

いただいたところでございまして、残るは北

中学校ということでございます。

それから、横葺き、縦葺きの施工上の問題

でございますけれども、技術的なことは後ほ

ど話をいただこうかと思いますけれども、施

工当初は、やはりその基準に合った、あるい

は施工上、問題ないということで施工された

ものというふうに考えますけれども、現実

に、屋内体育館でございますので、北側の面

積が相当ございます。その中で、横葺きにす

ることによって、結果として水漏れというか

雨漏りがしているという現実がございますの

で、私ども教育委員会としては、そのことを

改修することによって雨漏りが解消できるも

のと、このように考えているところでありま

す。

それから、当初予算にということでありま

して、本当にありがたいお話でございます。

これは修繕料でございますので、国の補助、

道の補助等の対象にはなりません。私ども、

学校施設も含めて、教育施設、さまざまな維

持管理上の課題を抱えてございます。これま

でも、ことしは当初予算で東陽小学校の屋内

体育館も修繕をさせていただいたということ

で、ある意味で順位づけをしてまいりました

が、実は先ほど総務部長から説明申し上げま

したとおり、ことしの大雨といいましょう

か、あれで予想外にといいましょうか、今ま

で以上に雨漏りが発生をして、現実に授業に

支障を来すというような状況が発生をいたし

ました。本来であれば、そういうことも想定

をしながら当初予算にということであります

けれども、これはまさにおっしゃるとおりで

ありますが、私どもとしては、財政状況を全

く無視してというわけにはやはりまいらない

というところもございまして、順次整備を進

めさせていただきたいということなのです

が、ただいま申し上げましたような状況が発

生をいたしまして、補正予算で対応いただく

ということでございますので、よろしくお願

い申し上げます。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 横葺きと縦

葺きの関係でございますけれども、設計当初
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の部分の屋根勾配からは、それは問題ないと

いう形の部分で施工されております。ただ

し、先ほど教育長言われましたように、実績

的に言いますと、勾配のゆるいところに、意

匠的な部分は非常に見栄えがよくて、横葺き

のほうがいいのですけれども、冬期間中、う

ちのほうの雪が降っている中については、適

合しているかもしれませんけれども、その部

分の対応について、やや問題があったという

ふうな形の部分で押さえております。

以上です。

○議長（古舘繁夫君） １２番吉住博幸さ

ん。

○１２番（吉住博幸君） 北中のことの３回

目であります。

実はこれは教育長自身は御存じない部分が

あるかもしれませんけれども、これは技術的

な話なもので、一言かけていただいて、向こ

うからの答弁でよろしいかなと思っていま

す。

もう一つは、３回目として最後にお聞きし

たい点は、私のうすら覚えですけれども、屋

根の保証期間、１０年だったと記憶しており

ます。というのは、私どもも、ちょっと横道

にそれますが、女満別の何だか丘のトイレを

受注して、１０年後に大空町から修繕しても

らいたいという向きのお話がありました。そ

のときに、向こう様が、１０年以内はという

表現を使われていて、細かく工期を調べた

ら、１０年と何日間過ぎておりましたので、

その保証という意味で任を外れた経緯がある

ものですから、そういう意味では、改めて保

証期間が１０年。そこで、これは今後の知恵

として申し上げたいのですが、そういう保証

期間があるとするならば、適時に、大破でな

くて小破であっても対応をとってもらう。小

破がたくさん重なって、思い切ってというや

り方もわからないわけではないのですが、保

証というのはありがたいかなと思っています

ので、そういう保証期間も含めて、御存じで

あれば、そして今後、こういう話があるとす

れば、小破のうちに対応をとれば、お金の支

出も、ないとは言いませんが、限りなく少な

いのかなと思う点がありますので、そういう

意味について御答弁願えればありがたいかな

と思っています。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君） まことに申しわけ

ありません。保証期間の件については、建設

水道部長のほうからお話をいただこうかと思

いますが、今、吉住議員おっしゃるとおり、

実は体育館ですとか校舎ですとかという話に

なりますと、放っておきますと、後々莫大な

修繕料なり、下手すると建てかえなければな

らないみたいな話まで発展をするということ

でありますので、適宜、時期を見て、そこま

で至らないうちに修繕を行うというのは、こ

れは基本的なことだろうというふうに思いま

す。ちょっと踏み込みますと、天につばする

ような話で、私も責任を感じておりますけれ

ども、ここしばらくの間、大変財政的に厳し

い状況の中で、なかなかそこに取りかかれな

いという時期が実はございました。そういう

ようなことも含めて、今回の北中の件に関し

ては葺きかえを行わなければならなかったと

いうことでありますので、これはそういう状

況に至る前に、やはり適時、修繕を行うとい

うことが大前提であろうというふうに思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 今の御質

問、大空町の部分なのでございますけれど

も、平成６年１２月に完成しまして、約１８

年を経過しておりますが、今言っている屋根

の部分の中で、１０年までは修繕するという

ことについては、ちょっと私のほうではわか

りませんので、屋根の部分について、通常、

一般的な部分については、瑕疵のある部分に

ついては、当然、１０年という部分の保証期

間はありますけれども、そのことの部分、１

０年までは何でもあるというのではなくて、

契約上については、瑕疵があった場合のみ、

そういうことが適用されるというふうに覚え

ておりますが、ちょっとその辺についてまだ
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わかりませんので、屋根のほうの部分につい

て、そういう形の保険だとかいろいろなこと

があるのかどうかという部分を踏まえて、

ちょっと答えられませんので、大変申しわけ

ありません。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

１１番大原昇さん。

○１１番（大原 昇君） 今と同じ北中学校

の屋根の改修について、ちょっとお伺いした

いと思います。

当初、美小、そして北中というように、同

じような屋根葺きでありました。美小の屋根

葺きをやった、その当初から水漏れがあり、

これは意外と問題があるのでないかというよ

うなことも私は聞いております。その後、北

中も同じような施工でやって、また２０年ぐ

らい後に同じようなお金をかけて直すという

ようなことがありました。これ、今さら言っ

ても仕方がないのですけれども、これから

先、ちょっとここから一般質問みたいなって

しまって申しわけないのですけれども、これ

からの対策として、まちで、格好ばかりにと

らわれるのが設計ではなくて、実質的に、そ

の地域に見合った設計というもの、どこかで

検討委員会みたいなものを立ち上げて、例え

ば屋根なら屋根、その専門職から聞くだと

か、あるいは壁なら壁、やはりその地域に

合った壁だとか、いろいろなものがあると思

うのです。その設計をする前に、ある程度の

要望を聞くような検討委員会、これは名前は

ちょっとあれですけれども、そういうものを

立ち上げていったほうが、お金も将来的にか

からないというような思いがあるのです。こ

れ、相当無駄金、私に言わせれば無駄金です

ね。東陽小学校、多分これから直す。旭、こ

れから直すと思うのです。あれは縦葺きです

ね。確かにもう３０年以上たっていますけれ

ども、あれは今、３０年目にして、穴があい

て、これから直すというように思ってはいる

のですけれども、やはり縦葺きと横葺き、や

はり地域に合ったやり方で、それだけの年数

が違うというようなことです。その辺のこと

もやっぱりこれから考えていかなければなら

ないのかなと思うのですけれども、そのこと

についてちょっとお伺いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 議員のおっ

しゃるとおり、そういう形の部分について、

今後考えていきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） １３ページ、民生費

の１９節、３５０万円、補助金。商店街共同

配送宅配システム立ち上げ支援事業補助金に

係る質問ということで、先般、委員会の中で

もこの事業の中身は聞いたのですけれども、

今、開始が１０月１日ころを予定していると

いう説明を受けましたが、私もこの事業につ

いてはいい事業であり、もう少し早くやれば

よかったなというような事業かなと思ってい

ますけれども、たまたま委員会の中でも聞い

た中で、これの補助金については、あくまで

も車両の購入資金ということで、今回、道の

補助金が当たると聞きました。実際、この事

業をする団体が、期中から始めるということ

かなと。そうなりますと、立ち上げ時、運転

資金もしくは経費等の資金についての調達、

もしくは手配というのですか、対策の中で、

資金的にどうなるのかなと。ただ、加盟店だ

とか個宅の方の払う手数料だとかいう資金も

考えますと、当初に運転資金が必要になるか

もしれない、もしくは総体の資金計画が今後

どうなるのか含めまして、ちょっと全体資金

の確定まで日にちがありますので、この間、

新たな資金の発生、もしくは今後、美幌町と

してどういうふうな対応をとるのか、若干説

明をお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） ただいまの御質

問でございますけれども、この商店街の共同

配送宅配システムの立ち上げ支援事業につき

ましては、昨年の１０月から、商工会議所、
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社会福祉協議会、地域包括支援センター、そ

れと連合商店街が結成する中で、高齢者等買

い物支援協議会を立ち上げて、これまで７

回、協議を行ってございました。議員御質問

のあった件につきましては、町民アンケート

をする中で、やはり今回については、高齢者

等の自宅までさまざまな商品を配送するた

め、商店街にある店舗が共同して宅配サービ

スの注文を受け、商品をまとめて高齢者等の

自宅まで配送するというシステムでございま

す。何とかこういった事業を、アンケートの

中で一番多かった事業ですので、何とか立ち

上げについて道と協議を重ねてまいりまし

た。その結果、立ち上げについてはこういっ

た道の補助金を活用し、あるいは運営につい

ては、基本的に商工会議所、連合商店街がや

るということで、事業の採択になったところ

でございます。

御質問の今後についてですけれども、議決

いただきますと、第８回目の高齢者等の買い

物支援協議会の中で、今後、この運営につい

てどうするかということで、まだ決まってお

りません、受注、商品の配達、１回当たり何

ぼにするとか、あるいは加盟店の手数料を何

ぼにするかということを含めて、運営に支障

のないように対応していきたいというふうに

考えております。

町としては、このほか、事業の展開をする

中で、社会福祉協議会がやっております高齢

者等の配食サービスについても、今現在、利

用数が伸びていることから、一部こういった

商店街のほうにも委託することも考えており

ます。

最大の、何と言っても制度の周知でありま

すけれども、町としましては、訪問介護事業

所等を通じて会員の登録に全力を挙げていき

たいというふうに考えていますし、その運転

資金の万が一の場合についても、今後、今ま

では道の資金でございましたけれども、経済

産業省においては、こういった補助制度、中

小企業活力向上事業補助金ということも視野

に入れながら、買い物支援協議会で万全を期

して事業の推進を進めてまいりたいというふ

うに考えてございますので、よろしくお願い

したいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） よくわかりました。

であれば、この事業は１回立ち上がります

と、成功すべき方向性へ向かってほしいと。

また、１０月１日までに、今の話だと、会合

があって、計画をさらに練るという段階で、

スタート時点の話なのですけれども、どれだ

け資金が必要なのかというのはまだ見えてい

ないのかなと思うのですけれども、美幌町と

しても、今後に向けての支援対策については

万全を期するという確認でよろしいですか。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 先ほど御答弁申

し上げましたとおり、これについてはアン

ケートする中で一番多かったということで、

高齢者等についても、そういうぐあいに町と

しても関係機関の中で具体的に推進してまい

りたいというふうに考えてございますので、

御理解いただきたいと思います。

大変申しわけございません。運転資金につ

いては、これはあくまでも立ち上げるための

町として補助金を道にお願いしてやってきた

ものですから、運転資金については、先ほど

申し上げましたとおり、加盟店の手数料と

か、それから受注、配達したときの手数料の

中で対応してまいりたいというふうに考えて

ございますので、御理解いただきたいと思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） なかなか補助事業の

関係で、今後の補助金についての対応も大変

だと思いますけれども、ぜひこういう事業で

あるのですから、美幌町として成功させるた

めに、町長から今後の支援の部分について答

弁をもらって、終わります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 全国的に買い物難民

の方、都市、それから過疎地にかかわらず、

６００万人と言われている中で、我がまちも
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公共的な交通機関含めて、なかなか買い物に

出られないということがあって、何とかしな

ければいけないという中、商工会議所が立ち

上がっていただきました。その立ち上がりの

資金として、道の資金を使いながら支援をす

るということですので、基本的には自主的な

運営ということを会議所も考えておられると

いうことですので、その推移を見守りなが

ら、できれば自立した形でやっていただけれ

ばと。そのために、例えば先ほど言った社会

福祉協議会がやっている配食サービスなどの

こともどうするのかということは、しっかり

と今後見据えていきたいと。今は自立してい

ただく、その立ち上がりの資金を支援すると

いうことでございますので、御理解をいただ

きたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、議案第４７号平成２４年度美幌

町一般会計補正予算（第５号）についてを採

決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎閉会宣告

○議長（古舘繁夫君） 以上で、本臨時会に

付議されました案件は、全部終了しました。

会議を閉じます。

これで、平成２４年第６回美幌町議会臨時

会を閉会します。

午前１１時１０分 閉会
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